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本資料で述べる内容は 私個人の意見であって 政府本資料で述べる内容は、私個人の意見であって、政府
もしくは経済産業省としての正式な意見でないことをご
了承下さい。
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番号制度
制度 導 的 効（番号制度の導入の目的と効果）
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「番号制度で何ができるのか？」
社会保障・税番号大綱より

（ ）よりきめ細やかな社会保障給付の実現• （１）よりきめ細やかな社会保障給付の実現

• （２）所得把握の精度の向上等の実現に関するもの

• （３）災害時の活用に関するもの（３）災害時の活用に関するもの

– ①災害時要援護者リストの作成及び更新

– ②災害時の本人確認

③ 情– ③医療情報の活用

– ④生活再建への効果的な支援

• （４）自己の情報の入手や必要なお知らせ等の情報の提供に関するもの（４）自己の情報の入手や必要なお知らせ等の情報の提供に関するもの

• （５）事務・手続の簡素化、負担軽減に関するもの

– ①添付書類の削減等

②– ②医療機関における保険資格の確認

– ③法定調書の提出に係る事業者負担の軽減

• （６）医療・介護等のサービスの質の向上等に資するもの（６）医療 介護等のサ ビスの質の向上等に資するもの
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「情報通信技術利活用のための規制・制度改
革に係る対処方針」平成23年8月3日①

行政機関が保有する情報の再提出不要化に いて• 行政機関が保有する情報の再提出不要化について

• 「情報通信技術利活用のための規制・制度改革に関する専門調査会」で
の議論議論

• 申請者との対面による確認や現物性が不可欠な手続を除き、行政が保
有する情報については原則再提出を不要化とするという前提に立って、
法令・ガイドラインの改正 解釈・運用の統一化等を行う法令・ガイドラインの改正、解釈・運用の統一化等を行う。

そのために、内閣官房を中心に、社会保障・税に関わる番号制度や国民
ＩＤ制度の検討に合わせて、行政機関間の情報連携の障害となる制度や
運用 実態を洗 出し 通則法 制定や政府 設置を視野に入れ運用の実態を洗い出し、通則法の制定や政府ＣＩＯの設置を視野に入れ
て、個人情報を保護しつつ情報連携を実現するための制度の整備等に
ついて検討を行う。＜平成23 年度中に検討、結論＞
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「情報通信技術利活用のための規制・制度改
革に係る対処方針」平成23年8月3日②

また 行政機関間 情報連携 る添付書類 省略 申請 届出等手• また、行政機関間の情報連携による添付書類の省略、申請・届出等手
続の簡素化について、費用対効果等を考慮しつつ、通則法の制定を視
野に入れて、組織・手続横断的な法令改正を含めた対応策について検
討を行う。＜平成23 年度中に検討、結論＞

• 登記所間での登記情報の共有化と添付書類の省略については、法務省
が 引き続き業務プロセスの見直しに伴う問題点の洗い出しを進め 法が、引き続き業務プロセスの見直しに伴う問題点の洗い出しを進め、法
令改正を含めた対応策について検討し、実施する。＜平成23 年度中に
検討、結論＞

行政機関間における登記情報を始めとする行政機関が保有する情報• 行政機関間における登記情報を始めとする行政機関が保有する情報の
連携については、内閣官房を中心に、行政機関間の情報連携による添
付書類の省略、申請・届出等手続の簡素化に関する検討と一体的な法
令改正を含めた対応策について検討を行う。＜平成23 年度中に検討、
結論＞
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2010年11月16日「豊かな国民生活の基盤としての番号制度の早期実現を求める」（社）日本経済団体連合会 7



法人認証
業務プ 計 視点（業務プロセス設計の視点から）
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法人認証法人認証

例えば• 例えば、

– 法人から申請が民間・行政機関に対して、次の事象が行われる際に
事象が確かであることをどのように確信するか？、事象が確かであることをどのように確信するか？

– 事象：当該法人が、申請内容を確かに申請してきているか

• 事象を確認するポイント事象を確認するポイ
– 当該法人が存在することの確認

• 出来れば、自動的に確認したい。

該法 が申請 きた事実 確– 当該法人が申請してきた事実の確認

• 出来れば、自動的に確認したい。

– 申請内容が確かかどうかの確認申請内容が確かかどうかの確認

• 各申請によって変わる。

• 申請を受け付ける民間・行政機関の本業である。

9



法人認証（従来 紙の場合（厳密な場合））法人認証（従来、紙の場合（厳密な場合））

当該法人が存在する と 確認• 当該法人が存在することの確認

– 当該法人からの申請であろうがなかろ
うが存在すればよいうが存在すればよい。

– 申請内容と登記事項証明書の比較
• 商号、本店住所が申請内容と一致する。商号、本店住所が申請内容と 致する。

• 登記事項証明書が本物であることを確認
する。

当該法人が申請してきた事実の確認• 当該法人が申請してきた事実の確認

– 申請書に押印された印影と印鑑証明
書の登録された印影との比較書の登録された印影との比較

• 2つの印影が画像として一致する。

• 印鑑証明書が本物であることを確認する。
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法人認証（「法人番号」導入後）（私案）法人認証（「法人番号」導入後）（私案）

当該法人が存在する との確認• 当該法人が存在することの確認

– 当該法人からの申請であろうがなかろうが存在すればよい。

– 申請内容の「法人番号」が存在することの確認申請 容 法 番号」 存在す 確認

• ※ただし、電子証明書等を利用し、「法人番号」のご入力が、ほとんどないことを
前提とする。

• 当該法人が申請してきた事実の確認当該法人が申請してきた事実の確認

– 申請データに付された電子署名が「法人番号」に紐づけられていることの確
認

• 「法人番号」で紐づけられた電子証明書に対応する秘密鍵によって電子署名がな• 「法人番号」で紐づけられた電子証明書に対応する秘密鍵によって電子署名がな
されていることの確認。

※「法人番号」と属性情報を参照するデータベースがあることが前提となる。

（申請の存在確認 事実確認は 自動処理されるが 「申請内容が確か（申請の存在確認、事実確認は、自動処理されるが、「申請内容が確か
かどうか」は、行政機関等によって確認されるため。）

– 「法人番号」と属性情報を記載する電子証明書（属性情報の管理容易性△）

– 「法人番号」を記載する電子証明書と「法人番号」と属性情報を掲載するサイ
ト・ＡＰＩの組み合わせ（属性情報の管理容易性○） 11



法人認証（イメージ）法人認証（イメージ）

法人番号：12345

法人名：○○株式会社

本店住所：東京都

法人番号：12345
法人番号：12345

当該法人が存在することの確認

本店住所：東京都
○○区△△

署名

申請内容：×××

当該法人が申請してきた事実の確認

署名
データ

法人番号：12345

権限者のみが

所有若しくは管理
できる必要がある。

申請データ

法人名 ○○株式会社

法人番号：12345

法人番号：12345

法人名：○○株式会社

本店住所：東京都
○○区△△

信用できる（TRUST）
場所にあること

電子証明書

「法人番号」と属性情報を掲載するサイト・ＡＰＩ 12



まとめまとめ

番号制度• 番号制度

– 段階的に、目的・効果を実現させながら進めるべきではな
かいか。

• 手続の簡素化、添付書類の削減

• 「法人番号」の利活用の推進• 「法人番号」の利活用の推進

• 法人認証

業務プロセス設計から再確認– 業務プロセス設計から再確認
• 法人が存在することの確認

• 法人が申請してきた事実の確認• 法人が申請してきた事実の確認

– 「法人番号」を記載する電子証明書と「法人番号」と属性
情報を掲載するサイト・ＡＰＩ情報を掲載するサイト ＡＰＩ
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